
※耐震性：地震に対する安全性に係る建築基準法、又は
これに基づく命令若しくは条例の規定に適合すること

昭和56年6月1日
以降に着工した
建築物である

既に耐震性※が
確認されている

本事業の
補助を受けて行う
改修工事において
耐震改修工事を

実施する

補助対象になり得る
＊選定された場合、その後の交付申請時に建築年月日が確認でき
る書類の提出を求められる場合がありますので、予め準備する
ことを推奨します（提案申請時には提出不要です）。

昭和56年6月1日以降に着工
YES

補助対象になり得る
＊選定された場合、その後の交付申請時に耐震性が確認できる書
類の提出を求められる場合がありますので、予め準備すること
を推奨します（提案申請時には提出不要です）。

耐震性が確認されている
YES

補助対象になり得る
＊耐震診断費は「調査設計計画」、耐震改修工事費は「住宅の改
修」又は「施設の改修」に係る費用として計上してください。

＊耐震診断を実施した結果、耐震性を有することが確認された場
合は、耐震改修工事費は補助対象外となります。

本事業の補助を受けて行う
改修工事で耐震改修を実施

YES

昭和56年5月31日以前に着工NO

耐震性が確認できないNO

本事業補助を受けて行う改修工事では
耐震改修を実施しないNO

補助対象になり得る既存建物、耐震改修工事等

昭和56年5月31日以前に着工した建築物でも、住宅等の整備費用について、住まい環境整備モデル事業の補助を
受けられる可能性があります。
■フローチャート

評価事務局にお問い合わせください

耐震診断や耐震改修工事に
係る費用も補助対象になり得ます

提案内容によっては応募可能な場合もありますので、下記メールアドレスまでお問い合わせください。
住まい環境整備モデル事業評価事務局 メールアドレス：info@100nen-sw.jp
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